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文
教
科
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委
員
会
）

劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
案
（
文
教
科
学
委
員
長
提
出

（
参
第
二
一
号
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
文
化
芸
術
振
興
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
劇
場
、
音
楽
堂

等
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
事
業
、
関
係
者
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
、
基
本
的
施
策
等
を

定
め
、
も
っ
て
心
豊
か
な
国
民
生
活
及
び
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
並
び
に
国
際
社
会
の
調
和
あ
る
発
展
を
期
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
関
係
者
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
等
は
、
相
互
に

連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
な
助
言
、
情
報
の

提
供
、
財
政
上
、
金
融
上
及
び
税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
基
本
的
施
策
と
し
て
、
国
際
的
に
高
い
水
準
の
実
演
芸
術
の
振
興
等
、
国
際
的
な
交
流
の
促
進
、
地
域
に
お
け
る
実
演
芸

術
の
振
興
、
人
材
の
養
成
及
び
確
保
等
、
国
民
の
関
心
と
理
解
の
増
進
並
び
に
学
校
教
育
と
の
連
携
に
つ
い
て
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
劇
場
、
音
楽
堂
等
を
設
置
し
、
又
は
運
営
す
る
者
が
行
う
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
事
業
の
活
性
化
の
た
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め
の
取
組
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


